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《千葉市発達障害等に関する巡回相談事業》 

 

【目的】 

市内の保育所（園）及び幼稚園において、発達障害等が疑われる児童を早期に発見のう

え、適切な支援機関につなげることを目的に実施する。 

 

【内容】 

保育所（園）及び幼稚園を利用している児童の保護者、施設職員からの発達障害に関す

る相談のほか、児童の発達上の課題などの悩みに対応する。なお、より詳しい相談が必要

な方は、専門の相談機関の利用を勧める。 

 

【対象】 

市内の保育所（園）及び幼稚園のうち、巡回相談を希望する施設及び通所（園）児童を対

象とする。また、原則として保護者の同意を得るものとする。 

 

【当日の流れ】 

巡回相談員の訪問時間は、当該施設の開園時間内とし、調整のうえ、決定する。基本的

な流れは以下の通りである。 

9：30 観察開始 

12：00  観察終了 

 巡回相談員休憩・打ち合わせ 

13：30  個別相談 

15：00  終了予定 

【結果報告】 

（1）実施数 

 施設数 幼児数 障害の診断有 相談機関等を勧める※1 

保育所 1（稲毛区） 2 0 2 

幼稚園 1（緑区） 2 1 2 

（2）年度内予定実施数 

 施設数 幼児数 障害の診断有 

保育所 13（稲毛区4、美浜区4、中央区2、花見川区2、若葉区1） 32 5 

保育園 1（緑区 1） 1 0 

幼稚園 4（稲毛区 1、美浜区 1、中央区 1、花見川区 1） 9 1 

※1 「相談機関等を勧める」は、相談継続中の場合は除く。 

 


